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(57)【要約】
【課題】パッキンの復元力を長時間に亘り発揮させると
ともに、閉蓋すべき収納缶との密着性を向上させ、しか
も任意の断面形状に容易に成形可能な容器蓋の製造方法
を提供する。
【解決手段】ペール缶又はドラム缶用の容器蓋の製造方
法において、周縁に形成された嵌合溝１１に熱可塑性樹
脂が充填された容器蓋について、嵌合溝１１の底面から
熱可塑性樹脂の融点以上で加熱する底面加熱工程と、熱
可塑性樹脂を金型１９により上から押圧するとともに、
当該金型１９を介して熱可塑性樹脂の融点以上で加熱す
る上面加熱工程とを有し、底面加熱工程と上面加熱工程
とは、何れか一方から順次実行するか、又は同時に実行
する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ペール缶又はドラム缶用の容器蓋の製造方法において、
　周縁に形成された嵌合溝に熱可塑性樹脂が充填された容器蓋について、上記嵌合溝の底
面から上記熱可塑性樹脂の融点以上で加熱する底面加熱工程と、
　上記熱可塑性樹脂を金型により上から押圧するとともに、当該金型を介して上記熱可塑
性樹脂の融点以上で加熱する上面加熱工程とを有し、
　上記底面加熱工程と上記上面加熱工程とは、何れか一方から順次実行するか、又は同時
に実行すること
　を特徴とする容器蓋の製造方法。
【請求項２】
　上記底面加熱工程並びに上記上面加熱工程では、上記熱可塑性樹脂としてポリオレフィ
ンが充填された容器蓋について、そのポリオレフィンの融点以上で加熱すること
　を特徴とする請求項１記載の容器蓋の製造方法。
【請求項３】
　上記上面加熱工程では、上記熱可塑性樹脂への押圧面が下凸状の曲面からなる上記金型
を押圧すること
　を特徴とする請求項１又は２記載の容器蓋の製造方法。
【請求項４】
　上記上面加熱工程では、閉蓋すべきペール缶又はドラム缶の最上部に位置する開口部外
側に巻き込み突出形成された湾曲形状の固定縁部と少なくとも一部が面接触可能な上記曲
面からなる上記金型を押圧すること
　を特徴とする請求項３記載の容器蓋の製造方法。
【請求項５】
　上記底面加熱工程並びに上記上面加熱工程を通じて上記熱可塑性樹脂の断面外周を溶融
させ、これを冷却固化させることにより表面を平滑化させた平滑層を発泡層の周囲に形成
させること
　を特徴とする請求項１～４のうち何れか１項記載の容器蓋の製造方法。
【請求項６】
　上記嵌合溝に熱可塑性樹脂を充填させる樹脂充填工程をさらに有し、
　上記樹脂充填工程は、
　押出機で加熱溶融された熱可塑性樹脂をノズルから線状に押出して上記嵌合溝に流し込
むことにより、当該嵌合溝に沿ってパッキンを一体的に形成する工程であり、発泡剤を添
加した熱可塑性樹脂を上記押出機の内部で加熱溶融し、加熱溶融された熱可塑性樹脂をノ
ズルから吐出した直後に発泡させて、容器蓋の全体を加熱することなく発泡体を前記嵌合
溝に充填すること
　を特徴とする請求項１～５のうち何れか１項記載の容器蓋の製造方法。
【請求項７】
　ペール缶又はドラム缶用の容器蓋において、
　周縁に形成された嵌合溝に熱可塑性樹脂からなるパッキンが充填され、
　当該パッキンは、少なくとも断面内部に形成された発泡層と、
　上記発泡層の外周に形成されてなり、表面を平滑化させた平滑層とを有すること
　を特徴とする容器蓋。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ペール缶又はドラム缶用の容器蓋であって、特に周縁に形成された嵌合溝に
熱可塑性樹脂からなるパッキンが充填された容器蓋の製造方法、容器蓋に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　ペール缶やドラム缶等の収納缶が従来から広く用いられている。この収納缶は、薬品や
塗料、オイル等をはじめとした各種液体の保管や運搬等の用途に利用される。また、この
収納缶は、通常断面円形状に構成されてなるとともに上部に開口部を有し、当該開口部を
円形の容器蓋によって密閉可能とされている。
【０００３】
　ちなみに、この容器蓋には、収納缶本体を嵌め込むための嵌合溝が円環状に形成されて
なり、この嵌合溝には、容器内部の気密性や液密性を維持するために樹脂製及びゴム製の
パッキンが設けられている場合が多い。このような容器蓋のパッキンは、通常、予め線状
に成形した成形体の両端を接続することにより環状にされた上で、容器蓋に設けられた嵌
合溝に手作業により嵌め込まれていた。このため、容器蓋を大量に生産する過程において
、特にパッキンの嵌め込みに関する労力負担が増大し、製造期間の短縮化への障壁となっ
ていた。このため、パッキン付きの容器蓋の製造コストの抑制が困難になるという問題点
があった。
【０００４】
　従来においては、容器蓋に設けられた嵌合溝にパッキンを容易に形成でき、しかも製造
設備の省スペース化や省エネルギー化も実現可能なパッキン付き容器蓋の製造方法が提案
されている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００５】
　この特許文献１に開示されている容器蓋では、発泡剤を添加した熱可塑性樹脂を押出機
の内部で加熱溶融し、加熱溶融された熱可塑性樹脂をノズルから吐出した直後に発泡させ
、図１１に示すようにパッキン１２０を構成する発泡体を嵌合溝１１１に充填するもので
ある。
【特許文献１】特開２００８－１００４５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、この特許文献１に開示されている容器蓋１０１では、パッキン１２０を
構成する発泡体を構成するミクロな空隙１２２が多数に亘って表面１２０ａに露出する構
成となっている。このため、このようなミクロな空隙１２２に液体が入り込んでしまう虞
もあることから、特に液体を封入するこの収納缶において液漏れの原因を引き起こす可能
性があった。
【０００７】
　またパッキン１２０の表面１２０ａにおいてミクロな空隙１２２が多数に亘って露出す
る構成では、この表面１２０ａに露出した空隙１２２が内部の空隙１２４と微視的には連
結しているため、その空隙１２２を介して内部の空気が排出してしまう。特にこのパッキ
ン１２０は、弾性変形可能でしかも押圧に対する復元性を発揮することで、その所期の機
能を実現できるが、かかる復元性は、発泡体を構成する各空隙１２４に含まれる空気の弾
性収縮に基づくものである。このためパッキン１２０の内部に空気を閉じ込めて外部に排
出しない構成とすることで、その復元性を長期間に亘り発揮させる必要性もあった。特に
この容器蓋１０１により密閉した収納缶を複数段に亘って重ね、長期間に亘り保存する場
合に、このパッキン１２０に対しても長期間に亘り押圧力が負荷されることから、内部の
空気が表面に露出した空隙１２２を介して排出してしまい、復元力が喪失してしまうのを
防止する必要性もあった。
【０００８】
　更に、この特許文献１の開示技術は、表面１２０ａに空隙１２２が露出した構成とされ
ているため、表面１２０ａに凹凸が多数に亘り形成された形状となり、平滑度が低い。こ
のため、このようなパッキン１２０を介して収納缶の開口を密閉しようとしても、かかる
低い平滑度により、パッキン１２０と収納缶との間に隙間が生じ、互いの密着性を向上さ
せることによる完全な密閉性を確保することが困難になるという問題点があった。
【０００９】
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　また、このパッキン１２０の断面形状は、図１１に示すような略円形のみならず、断面
半円形や断面三日月形等、様々な形状で成形したい場合もあるが、かかる断面形状の成形
容易性を向上させる必要性もあった。
【００１０】
　そこで、本発明は、上述した問題点に鑑みて案出されたものであり、パッキンの復元力
を長時間に亘り発揮させるとともに、閉蓋すべき収納缶との密着性を向上させ、しかも任
意の断面形状に容易に成形可能な容器蓋の製造方法及び容器蓋を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明を適用した容器蓋の製造方法は、ペール缶又はドラム缶用の容器蓋の製造方法に
おいて、周縁に形成された嵌合溝に熱可塑性樹脂が充填された容器蓋について、上記嵌合
溝の底面から上記熱可塑性樹脂の融点以上で加熱する底面加熱工程と、上記熱可塑性樹脂
を金型により上から押圧するとともに、当該金型を介して上記熱可塑性樹脂の融点以上で
加熱する上面加熱工程とを有し、上記底面加熱工程と上記上面加熱工程とは、何れか一方
から順次実行するか、又は同時に実行することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明を適用した容器蓋は、ペール缶又はドラム缶用の容器蓋において、周縁に
形成された嵌合溝に熱可塑性樹脂からなるパッキンが充填され、当該パッキンは、少なく
とも断面内部に形成された発泡層と、上記発泡層の外周に形成されてなり、表面を平滑化
させた平滑層とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　上述した構成からなる本発明では、パッキンを構成する発泡層の周囲を覆うように平滑
層を形成することが可能となる。その結果、発泡層を構成するミクロな空隙に液体が入り
込むのを防止することが可能となる。特にこのペール缶は、液体を封入するケースが多い
ことから、このパッキンを介した液漏れをより強固に防止することが可能となる。
【００１４】
　また、本発明を適用した容器蓋の製造方法では、発泡層に含まれる空気が外部に排出し
てしまうのを防止することが可能となる。このため、発泡層の各空隙に含まれる空気を閉
じ込めて外部に排出しない構成とすることで、その空気の弾性収縮に基づく復元性を長期
間に亘り発揮させることが可能となる。仮に特にこの容器蓋により密閉したペール缶を複
数段に亘って重ね、長期間に亘り内容物を保存する場合には、このパッキンに対しても長
期間に亘り押圧力が負荷されることになるが、かかる場合においても、平滑層には空隙が
形成されていないことから、内部の空気がパッキン表面から排出することがなくなり、ひ
いては復元力が喪失してしまうのを防止することが可能となる。
【００１５】
　また、本発明では、パッキンの表面を平滑層により覆うことが可能となるため、表面凹
凸を無くすことにより、平滑度を高く構成することが可能となる。このため、容器蓋によ
りペール缶を閉蓋しようとするときに、ペール缶における最上部に位置する固定縁部と、
パッキンとの間で隙間が生じることなく、互いの密着性を向上させることが可能となる。
その結果、このペール缶の閉蓋時におけるより完全な密閉性を確保することが可能となる
。
【００１６】
　更に本発明では、金型により押圧すると同時に熱可塑性樹脂の融点以上の温度まで加熱
を行うため、パッキンの平滑層の表面形状を、金型における押圧面の形状に応じて成形す
ることが可能となる。このため、パッキンの平滑層を所望の形状にしたい場合に、予めそ
の所望の形状に応じて金型における押圧面を作製しておくことにより、これを実現するこ
とが可能となる。
【００１７】
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　このため、パッキンの断面形状は、互いに曲率半径の異なる曲線により囲まれた、いわ
ゆる三日月形状とする以外に、例えば断面略円形状、断面半円状等で構成したい場合にお
いても、金型における押圧面の形状をこれに応じて予め作製しておくことにより、これを
実現することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明を実施するための最良の形態として、ペール缶又はドラム缶用の容器蓋及
びその製造方法について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１９】
　図１に本発明を適用した容器蓋１並びにこの容器蓋１により閉蓋されるペール缶２を示
す。ペール缶２は、断面円形状に構成されてなるとともに上部に開口部を有し、当該開口
部を円形の容器蓋１によって密閉可能とされている。ペール缶２は、薬品や塗料、オイル
等をはじめとした各種液体の保管や運搬等の用途に利用され、最上部に位置する開口部外
側に形成された固定縁部２１と、固定縁部２１の下段において外側に突出形成された湾曲
形状のビード２２とを備え、缶底部には地板２３が巻き締められて構成されている。
【００２０】
　固定縁部２１は、図２に示すように外側に巻き込み突出形成されてなり、湾曲形状を有
する。ビード２２も同様に湾曲形状を有する。このペール缶２は、表面において防食用の
塗装が被覆されており、例えばエポキシ内面コート等が施されている。
【００２１】
　また容器蓋１は、図３に示すように、ペール缶２本体に嵌め込むための嵌合溝１１が円
環状に形成されてなり、この嵌合溝１１には、容器内部の気密性や液密性を維持するため
に樹脂製のパッキン１２が設けられている。
【００２２】
　図４は、かかる嵌合溝１１、パッキン１２の拡大断面図を示している。嵌合溝１１は、
容器蓋１を構成する鉄板を湾曲形状に折り曲げることにより構成されてなる。またパッキ
ン１２は、嵌合溝１１に対して密着して充填されてなる。パッキン１２の断面形状は、互
いに曲率半径の異なる曲線により囲まれた、いわゆる三日月形状で構成されている場合を
例にとり説明をするが、これに限定されるものではなく、例えば断面略円形状、断面半円
状等、いかなる形状で構成されていてもよい。パッキン１２の材料は、熱可塑性樹脂から
なる。このパッキン１２に使用される熱可塑性樹脂としては、いかなる種類のもので構成
されていてもよいが、例えば、ポリオレフィン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリ
エステル、ポリアミド等であってもよい。また、このパッキン１２の材料は、熱可塑性エ
ラストマーも使用することができ、ポリウレタン系、ポリオレフィン系、ポリスチレン系
、ポリエステル系、ポリアミド系などの各種の熱可塑性エラストマーを用いることも可能
である。このパッキン１２の材料としては、特にポリオレフィンを適用することが望まし
い。ポリオレフィンは、一般に柔軟性、耐薬品性及び成形性に優れ、低コストであり、廃
棄に際して焼却する場合にも有害ガスを発生しないためである。
【００２３】
　なお、このパッキン１２を構成する熱可塑性樹脂には、更に発泡剤が添加されていても
よい。この発泡剤としては、粉末状とされている、例えばアゾジカルボン酸アミドのよう
な有機系化学発泡剤や、重炭酸塩のような無機系化学発泡剤を用いてもよい。
【００２４】
　次に、上述した構成からなる容器蓋１の製造方法について説明をする。
【００２５】
　先ず、図５(a)に示すように、容器蓋１の周縁に形成された嵌合溝１１にパッキン１２
を充填する。ちなみにこの充填時には、嵌合溝１１における湾曲形状に折り曲げられた底
面１１ａが下側となるように載置した上で、溶融した熱可塑性樹脂をこの嵌合溝１１に流
し込み、これを冷却固化させることにより充填するようにしてもよい。また、この充填時
には、予め線状に成形した熱可塑性樹脂をこの嵌合溝１１に嵌め込むことにより充填する
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ようにしてもよい。
【００２６】
　次に、この嵌合溝１１における底面１１ａからパッキン１２を構成する熱可塑性樹脂の
融点以上の温度まで加熱を行う。その結果、パッキン１２における嵌合溝１１の底面１１
ａに対する接触部分については、熱可塑性樹脂の融点以上まで加熱されることにより一度
溶融し、その後冷却固化することになる。パッキン１２を構成する熱可塑性樹脂としてポ
リオレフィンを使用する場合には、１００℃以上まで加熱することになる。そして、この
プロセスを通じてパッキン１２における底面１１ａに対する接触部分において、図５(b)
に示すように平滑層１５ａが形成されることになる。
【００２７】
　次に図５(c)に示すように、パッキン１２を金型１９により押圧面１９ａを介して上か
ら押圧する。また、これとともに、金型１９を介してパッキン１２を加熱する。このとき
の加熱温度も同様に、パッキン１２を構成する熱可塑性樹脂の融点以上まで加熱を行う。
その結果、パッキン１２における金型１９に対する接触部分については、熱可塑性樹脂の
融点以上まで加熱されることにより一度溶融し、その後冷却固化することになる。その後
、この押圧していた金型１９を離間させて、プロセスが終了することになる。このプロセ
スを通じてパッキン１２における金型１９に対する接触部分において、図５(d)に示すよ
うに平滑層１５ｂが形成されることになる。
【００２８】
　その結果、このパッキン１２は、断面内部に形成された発泡層１６と、この発泡層１６
の外周に形成された平滑層１５ａ、１５ｂの２層により構成されることになる。ちなみに
、この発泡層１６は、多数の小さな泡により形成されてなり、空気を含む空隙で構成され
ている。また、平滑層１５ａ、１５ｂは、非常に手触りも滑らかで、表面凹凸が少なく、
また発泡層１６に存在するような空隙は、溶融、固化の過程で全て消滅している。平滑層
１５ａ、１５ｂは、この発泡層１６に含まれている空気が外部に排出されてしまうのを防
止できるように、この発泡層１６の周囲を覆うように形成されている。即ち、熱処理後の
パッキン１２の表面は、全て平滑層１５により構成されており、発泡層１６は直接表面に
露出しない構成となっている。換言すれば、この空隙が存在する発泡層１６の周囲を、空
気が通過不能な平滑層１５によりシールしている構成とされている。
【００２９】
　実際にこの発泡層１６の完全なシーリングを実現するためには、少なくとも平滑層１５
ａ、１５ｂが互いに連結するように、嵌合溝１１の底面１１ａの形状や、金型１９におけ
る押圧面１９ａの形状が予め調整されていることが望ましい。ちなみに、押圧面１９ａの
形状は、下凸状の曲面からなる場合を想定しているが、これに限定されるものではなく、
いかなる形状で構成してもよい。
【００３０】
　このように、本発明を適用した容器蓋１の製造方法では、パッキン１２を構成する発泡
層１６の周囲を覆うように平滑層１５を形成することが可能となる。その結果、発泡層１
６を構成するミクロな空隙に液体が入り込むのを防止することが可能となる。特にこのペ
ール缶２は、液体を封入するケースが多いことから、このパッキン１２を介した液漏れを
より強固に防止することが可能となる。
【００３１】
　特にこの平滑層１５ａを設けることにより、嵌合溝１１に対してパッキン１２を隙間無
く密着させることが可能となり、液漏れを強固に防止することができ、更には、パッキン
１２における抜けを防止することが可能となる。特に本発明では、この液漏れの防止とパ
ッキン１２からの抜けを防止するという二つの目的を達成する上で接着剤が不要となり、
より低コストで実現可能となる。
【００３２】
　また、本発明を適用した容器蓋１の製造方法では、発泡層１６に含まれる空気が外部に
排出してしまうのを防止することが可能となる。このため、発泡層１６の各空隙に含まれ
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る空気を閉じ込めて外部に排出しない構成とすることで、その空気の弾性収縮に基づく復
元性を長期間に亘り発揮させることが可能となる。仮に特にこの容器蓋１により密閉した
ペール缶２を複数段に亘って重ね、長期間に亘り内容物を保存する場合には、このパッキ
ン１２に対しても長期間に亘り押圧力が負荷されることになるが、かかる場合においても
、平滑層１５には空隙が形成されていないことから、内部の空気がパッキン１２表面から
排出することがなくなり、ひいては復元力が喪失してしまうのを防止することが可能とな
る。
【００３３】
　また、本発明では、パッキン１２の表面を平滑層１５により覆うことが可能となるため
、表面凹凸を無くすことにより、平滑度を高く構成することが可能となる。このため、容
器蓋１によりペール缶２を閉蓋しようとするときに、ペール缶２における最上部に位置す
る固定縁部２１と、パッキン１２との間で隙間が生じることなく、互いの密着性を向上さ
せることが可能となる。その結果、このペール缶２の閉蓋時におけるより完全な密閉性を
確保することが可能となる。
【００３４】
　更に本発明では、金型１９により押圧すると同時に熱可塑性樹脂の融点以上の温度まで
加熱を行うため、パッキン１２の平滑層１５ｂの表面形状を、金型１９における押圧面１
９ａの形状に応じて成形することが可能となる。このため、パッキン１２の平滑層１５ｂ
を所望の形状にしたい場合に、予めその所望の形状に応じて金型１９における押圧面１９
ａを作製しておくことにより、これを実現することが可能となる。
【００３５】
　このため、パッキン１２の断面形状は、互いに曲率半径の異なる曲線により囲まれた、
いわゆる三日月形状とする以外に、例えば断面略円形状、断面半円状等で構成したい場合
においても、金型１９における押圧面１９ａの形状をこれに応じて予め作製しておくこと
により、これを実現することが可能となる。
【００３６】
　図６は、パッキン１２の断面形状の一例を示している。互いに曲率半径の異なる平滑層
１５ａ、１５ｂに加えて、略水平な上面１５ｃが形成されるように、パッキン１２の断面
形状を制御したものである。パッキン１２をこのような断面形状とすることにより、この
曲率半径が小径の平滑層１５ｂにより固定縁部２１との面接触性を向上させることができ
る。また、平滑層１５ｂに固定縁部２１を押圧させることにより、図中α方向に向けて平
滑層１５ｂが撓むことになるが、これに伴って上面１５ｃを構成する部分が図中β方向に
向けて変形することになる。この上面１５ｃのβ方向への撓みが、平滑層１５ｂに接触す
る固定縁部２１を押圧することとなり、ひいてはパッキン１２と固定縁部２１との密着性
をより向上させることが可能となる。
【００３７】
　なお本発明を適用した容器蓋１の製造方法は、上述した実施の形態に限定されるもので
はない。図７は、熱処理のタイムチャートの例を示している。図７(a)は、上述したよう
に、底面１１ａからパッキン１２を構成する熱可塑性樹脂の融点以上の温度まで加熱する
、底面加熱を最初に行う。次にこのパッキン１２に対して、金型１９により上から押圧す
る。また、これとともに、金型１９を介してパッキン１２を加熱する、いわゆる上面加熱
を行う。ちなみに、この押圧と上面加熱のタイミングは何れを先行して行ってもよく、少
なくとも上面加熱において熱可塑性樹脂の融点以上に熱せられている間に押圧が行われて
いればよい。
【００３８】
　また、図７(b)は上面加熱並びに押圧と底面加熱を同時に行う場合のタイムチャートを
示している。また図７(c)は、上面加熱並びに押圧を先行して行い、その後底面加熱を順
次実行するものである。
【００３９】
　このように、本発明では、底面加熱と、上面加熱並びに押圧とを何れか一方から順次実
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行するようにしてもよいし、又は同時に実行するようにしてもよい。いずれの順により実
行しても、上述と同様の効果を奏することになる。
【００４０】
　また本発明では、例えば図８に示すように、開口部外側に巻き込み突出形成された湾曲
形状の固定縁部２１上に対して、パッキン１２の少なくとも一部が面接触可能な曲面を有
するように成形されていることが望ましい。この面接触を実現することができれば、より
密着性を向上させることができ、ペール缶２内部の気密性を確保し、液漏れを強固に防止
することが可能となる。実際にパッキン１２の断面形状を固定縁部２１に面接触可能な形
状とするためには、金型１９における押圧面１９ａを構成する曲面の形状を、固定縁部２
１と少なくとも一部が面接触可能な形状に予め成形しておく必要がある。
【００４１】
　ちなみに、本発明では、図５(c)に示すように、金型１９を冷却後あるいは冷却不十分
の場合、パッキン１２から離間させようとすると、この金型１９にパッキンが付着してし
まう場合もあり、製造上の歩留まりを低下させる要因にもなる。このため、金型にシリコ
ンやテフロン（登録商標）等の離型剤をコーティングする対策を施すようにしてもよい。
更に金型１９によりパッキン１２を押圧する際においてこの金型１９とパッキン１２との
間に熱伝導性の高い材料を挟み込むようにしてもよい。この熱伝導性の高い材料の例とし
ては、薄くて変形しやすい材料を選定することが望ましく、例えばアルミや銅等で構成さ
れる金属箔あるいは金属薄板等で構成することが望ましい。かかる場合には、かかる金属
箔あるいは金属薄板等について金型と同じ形状となるように予め作り込んでおくことが必
要となる。これにより、金属箔あるいは金属薄板等を同じ形状で繰り返し使用する際に好
適となる。
【００４２】
　これにより、押圧していた金型１９から金属箔あるいは金属薄板を通してパッキン１２
が加熱成型される。この金型１９を冷却せず、金属箔あるいは金属薄板から離間できる。
この金型は繰り返し使用が可能で熱効率、作業効率を向上させることができる。金属箔あ
るいは金属薄板を冷却後あるいは冷却不十分の場合にパッキン１２から離間させようとす
ると、この金属箔あるいは金属薄板にパッキンがくっついてしまう場合もあり、製造上の
歩留まりの低下させる要因になる。このため、金属箔あるいは金属薄板とパッキン１２の
接触面にシリコンやテフロン（登録商標）等の離型剤をコーティングする対策も好適であ
る。
【００４３】
　更に本発明を適用した容器蓋１は、ペール缶２を閉蓋する場合に限定されるものではな
く、ドラム缶を閉蓋する際に用いるようにしてもよい。
【００４４】
　また本発明は、特許文献１の開示技術を経て作製されたパッキンを熱処理するものであ
ってもよい。この特許文献１の開示技術では、例えば図９に示すように、熱可塑性樹脂４
０をノズル３０から線状に押出して容器蓋１に設けられた嵌合溝１１に流し込むことによ
り、嵌合溝１１に沿ってパッキン１２を一体的に形成するものである。熱可塑性樹脂４０
は、ペレットの状態で熱可塑性樹脂投入部３１に投入され、押出機３２の内部で加熱溶融
される。押出機３２の内部で加熱溶融された熱可塑性樹脂４０には、気体又は液体の発泡
剤４１が添加される。発泡剤４１の添加は、発泡剤圧入部３４から押出機３２の内部に発
泡剤４１を圧入することによって行われる。
【００４５】
　押出機３２の内部で加熱溶融されて発泡剤４１が添加された熱可塑性樹脂４０は、ノズ
ル３０から吐出され、容器蓋１の嵌合溝１１に流し込まれる。熱可塑性樹脂４０の溶融温
度は、通常、１５０～３００℃である。このとき、ノズル３０から吐出された直後に熱可
塑性樹脂４０に添加された発泡剤４１が発泡するために、熱可塑性樹脂４０は発泡体とな
って嵌合溝１１に充填された状態となりパッキン１２を形成する。本実施態様において、
嵌合溝１１への熱可塑性樹脂４０の流し込みは、容器蓋移動手段６０によって、容器蓋１
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【００４６】
　このようにして樹脂を嵌合溝１１へ充填する工程を経た後に、上述した熱処理を実行し
ていくことになる。特に上述した特許文献１の工程を経て充填されたパッキン１２は、例
えば図１０に示すように、嵌合溝１１を１周させて円環状に充填した熱可塑性樹脂４０の
両端が重なり、これが冷却固化した後に隆起部４８が形成されてしまう。この隆起部４８
が形成されてしまうと、実際にこの容器蓋１によりペール缶２を安定した状態で閉蓋する
ことができなくなる。しかしながら、本発明を適用した容器蓋１の製造方法では、上面加
熱並びに押圧と底面加熱を行う過程において、この隆起部４８が溶融することになるため
、これを除去することが可能となる。
【００４７】
　このように本発明を適用した容器蓋１の製造方法は、特にその前段階において上述した
特許文献１の開示技術に記載の樹脂充填工程を組み合わせる際において、隆起部４８を効
果的に除去することができる点において有用となる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明を適用した容器蓋並びに閉蓋されるペール缶を示す図である。
【図２】外側に巻き込み突出形成されてなり、湾曲形状を有する固定縁部の詳細について
示す図である。
【図３】嵌合溝が円環状に形成されてなる容器蓋を斜視図である。
【図４】嵌合溝並びにパッキンの拡大断面図である。
【図５】本発明を適用した容器蓋の製造方法について説明するための図である。
【図６】パッキンの断面形状の一例を示す図である。
【図７】熱処理のタイムチャートの例を示す図である。
【図８】固定縁部上にパッキンを面接触させる例を示す図である。
【図９】特許文献１の開示技術について説明するための図である。
【図１０】パッキンに形成される隆起部を示す図である。
【図１１】従来技術の問題点について説明するための図である。
【符号の説明】
【００４９】
１　容器蓋
２　ペール缶
１１　嵌合溝
１２　パッキン
１５　平滑層
１６　発泡層
１９　金型
２１　固定縁部
２２　ビード
２３　地板
３０　ノズル
３１　熱可塑性樹脂投入部
３２　押出機
３４　発泡剤圧入部
４０　熱可塑性樹脂
４１　発泡
４８　隆起部
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